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５競施第２３１号 

   2023 年６月３０日 

各競技団体長 様 

愛知県スポーツ局競技・施設課長 

 

特別国民体育大会本大会の派遣費支給について（通知） 

 

 時下、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

 日頃から本県のスポーツ推進に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

標記大会の派遣費支給については、下記のとおりとしますので、提出期限までに必要書類

を提出していただきますようお願いします。なお、昨年度の様式から変更しておりますので、

必ず今回送付した様式を御使用ください。 

また、派遣費は原則精算払いとさせていただいておりますが、精算払いでは選手・監督の

派遣に支障をきたす場合には、概算払いに対応しますので、様式４「概算払申出書」等の必

要書類を期限までに競技・施設課へ御提出いただきますようお願いします。期限までに提出

されない場合は、精算払いとさせていただきますので御了承ください。 

記 

１ 提出書類等について（別紙 「派遣費支給事務の流れ」参照） 

（１）提出書類【期限厳守のこと】 

提出書類 

提出期限 

精算払 

［詳細はｐ２参照］ 

概算払 

［詳細はｐ３参照］ 

委任状（様式１） 

派遣終了日（名古屋に帰

った日）の翌日から７日

以内 

○東海ブロック大会が実施
されない競技 
○東海ブロック大会が 8/13
以前に実施される競技 

８月 21 日（月）必着 

○東海ブロック大会が 8/19
以降に実施される競技 

８月 28 日（月）必着 

※様式１・４が上記期限内に提

出されない場合は、精算払い

とします。 

※様式２・３は県から金額を連

絡後、７日以内に提出してく

ださい。 

請求書（様式２）※ 派遣費の額の確定につ

いて県から連絡後、７日

以内に提出してくださ

い。 

愛知県受取人届出書（様式３）※ 

通帳コピー添付台紙 ※ 

概算払申出書（様式４）※  

宿泊状況確認書（様式５）※ 派遣終了日（名古屋に帰

った日）の翌日から７日

以内 

派遣終了日（名古屋に帰っ

た日）の翌日から５日以内 

※精算の結果、追給が生じる場

合は、請求書を再度提出してい

ただきます。 
宿泊理由書（様式６）※ 

※書類は郵送にて御提出ください。ただし、※を付した書類はメールでの提出も可。 

※個人情報が含まれるものは必ずパスワードをかけてください。なお、パスワードはメ

ールにてお知らせください。 
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（２）提出書類記入上の注意事項 

① 委任状（様式１） 

・競技種別ごとに監督・選手の氏名を記入、押印してください。 

・委任を受ける者は、登録口座（受取人）の名義人としてください。 

・氏名欄の印は鮮明に押印するよう御指導ください。サインや拇印、電子印鑑は不可

とします。 

② 請求書（様式２） 

・請求者の住所・競技団体名・氏名欄は①の委任状により派遣費の受領を受任した方

の住所（所属）及び氏名を記入してください。請求書への押印は不要です。 

・県から派遣費の額の確定について連絡しますので、その金額を記載の上提出してく

ださい。 

③ 愛知県受取人届出書（様式３） 

・前回の提出時から登録内容に変更がない場合も提出してください。振込み不能を防

ぐため、通帳コピー添付台紙に、金融機関名、店舗名、口座番号、口座名義人が確認

できるもの（通帳表紙の裏面等）を添付してください。 

・委任を受けた代表者（＝派遣費の受領を受任した方）の名義の金融機関口座として

ください。 

④ 概算払申出書（様式４）（概算払いを希望する団体のみ） 

・国民体育大会に参加するための旅費が概算払いされない場合、選手団派遣に支障が

出ることが説明できる資料（予算書）等を添付してください。 

・競技種別と人数、競技会場、宿泊期間と合計宿泊数をそれぞれ記入してください。 

・公式練習がある場合は必ずスケジュールを提出してください。 

・記載内容を基に県の旅費規程に基づき積算を行い、概算払いで支給します。 

⑤ 宿泊状況確認書（様式５） 

・実際の宿泊状況を記入してください。なお、競技結果等によっては、記載された宿

泊を全て認めるものではないことを、御了承ください。 

・競技への参加状況等を確認するため、競技結果を提出してください。 

・確認者は、内容に関する問合せに対応できる監督等、現地で宿泊状況を確認した方

としてください。 

⑥ 宿泊理由書（様式６） 

・公式練習や監督会議等により、競技開始日の前日から競技終了日（負けた日）の前

日までの日以外に宿泊した場合、その理由を詳細に記入してください。 

・公式練習がある場合は必ずスケジュールを提出してください。 

・やむを得ず宿泊当日に宿舎をキャンセルし、キャンセル料が発生した場合について

も、その理由を詳細に記入してください。 

 

２ 精算払い団体の場合  

（１）支給額について 

① 交通費 

原則として、（競技開始日の前日から競技終了日までの日で）名古屋駅から各競技指

定宿泊場所の最寄駅までの往復の鉄道賃を支給します。 

ア 監督・成年選手 

ＪＲの乗車券は、原則、国体割引※１（２割引）による額及び特別急行料金（以下、
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「特急料金」という。）は座席指定料金を含む額とします。 

イ 少年選手 

ＪＲの乗車券は、往復割引※２（１割引）と学生割引※１（往復割引適用後の運賃か

らさらに２割引）による額及び特急料金（座席指定料金を含む額）とします。 

     ※１ 片道 100km 未満の場合は、国体割引や学生割引の対象外となります。 

          ※２ 片道 601km 未満の場合は、往復割引の対象外となります。 

② 宿泊費 

宿泊要項に定められた各宿舎の宿泊料金に、実施要項に沿ってエントリーした人数

を乗じた額を支給しますが、原則として各競技開始日の前日から競技終了日の前日ま

での実宿泊分を支給します。ただし、競技開始日については、名古屋駅を午前７時に

出発し、競技開始１時間前に会場に到着することができる場合は、前泊分の宿泊費は

支給しません。また、競技終了後については、名古屋駅に午後 10時までに到着できる

場合は競技終了日の宿泊費は支給しません。 

なお、計量・道具検査・時間指定による公式練習については、個別に判断すること

としますので連絡してください。 

少年選手については、監督に同行する日数は支給対象とします。 

 

３ 概算払い希望申し出団体の場合 

（１）派遣費支給予定日等について 

監督・選手の交通費及び宿泊費は、概算により口座へ一括して振り込みます。 

支 給 予 定 日 大会開始の約一週間前 

支 払 方 法 口 座 振 込 

※書類が提出期限に間に合わない場合には、大会終了後の精算払いとします。 

※振込通知はしませんので、通帳を記帳するなどして確認してください。 

（２）支給額について 

県の旅費規程に基づいて積算した金額を予算の範囲内で支給します。 

① 交通費 

概算払いの支給の手続きまでに宿舎が決定しないため、一旦名古屋駅から各競技会

場の最寄駅までの往復の鉄道賃を支給します。 

ア 監督・成年選手 

ＪＲの乗車券は、原則、国体割引※１（２割引）による額及び特別急行料金（以下、

「特急料金」という。）は座席指定料金を含む額とします。 

イ 少年選手 

ＪＲの乗車券は、往復割引※２（１割引）と学生割引※１（往復割引適用後の運賃か

らさらに２割引）による額及び特急料金（座席指定料金を含む額）とします。 

     ※１ 片道 100km 未満の場合は、国体割引や学生割引の対象外となります。 

          ※２ 片道 601km 未満の場合は、往復割引の対象外となります。 

② 宿泊費 

     概算支給の手続きまでに宿舎が決定しないため、一旦県条例定額の 12,000 円を支

給します。 

精算時には、宿泊要項に定められた各宿舎の宿泊料金に、実施要項に沿ってエント

リーした人数を乗じた額を支給しますが、原則として各競技開始日の前日から競技日

終了日の前日までの実宿泊分を支給します。 
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競技開始日については、名古屋駅を午前７時に出発し、競技開始１時間前に会場に

到着することができる場合は、前泊分の宿泊費は支給しません。また、競技終了後に

ついては、名古屋駅に午後 10 時までに到着できる場合は競技終了日の宿泊費は支給

しません。 

なお、計量・道具検査・時間指定による公式練習については、個別に判断すること

としますので連絡してください。 

少年選手については、監督に同行する日数は支給対象とします。 

（３）支給額の精算について 

 ① 交通費 

      概算時は、原則競技開始日の前日に名古屋駅を出発し、競技終了日に現地を出発する

前提で算定していますので、実際の日程で算定し直し、差額を精算します。 

また、概算時は、名古屋駅から各競技会場までの往復料金を支給しますので、名古

屋駅から各指定宿泊場所までの往復で算定し直し、差額を精算します。 

② 宿泊費 

     概算時は、県条例定額の 12,000 円で支給しますので、実際の宿舎の単価との差額を

精算します。また、前項(２)②の額により全日程分を概算払いとして全額支給します

が、最終日程まで勝ち残らなかった場合は、負けた日以降の宿泊費を精算します。 

     派遣期間終了後の実績報告書（宿泊状況報告書等）の提出は、派遣期間終了日（名古

屋に帰った日）の翌日から５日以内とします。 

また、県への返納がある場合は、額の確定後、15 日以内に返納していただく必要が

あります。取りまとめ等お手数をおかけしますが、御協力をお願いします。 

 

４ その他 

(１) 様式は、競技・施設課ホームページに掲載しています。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyougi-shisetsu/kokutai-youshiki.html  

 (２)その他御不明な点は、担当に連絡をお願いします。 

 

 

 

 

【書類の送付先及び問合せ先】 

送付先：〒４６０－８５０１（住所記載不要） 

愛知県スポーツ局競技・施設課 

担 当：競技スポーツグループ 藤岡 

電 話：０５２-９５４-６７９７（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

メール：kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kyougi-shisetsu/kokutai-youshiki.html
mailto:kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp
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派遣費支給事務の流れ 
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① 派遣終了日（名古屋に帰った日）の翌日から７日以内 

委任状（様式１）、宿泊状況確認書（様式５）、宿泊理由書（様式６）

② 派遣費の額の確定について県から連絡 

 

③ 派遣費の額の確定について県からの連絡より７日以内 
 
請求書（様式２）、愛知県受取人届出書（様式３）、 
通帳コピー添付台紙の提出 

④ 派遣費の支払い 

 

精算払
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派遣費支給事務の流れ 
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① 委任状（様式１）、概算払申出書（様式４）及び必要添付資料の提出 

② 派遣費の額について県から連絡 

 
③ 派遣費の額について県からの連絡より７日以内 
 
請求書（様式２）、愛知県受取人届出書（様式３）、 
通帳コピー添付台紙の提出 

④ 派遣費（概算）の支払い 

 

概算払

※競技団体によって提出期限が異なりますので、通知文を確認 
してください。 

⑤ 派遣終了日（名古屋に帰った日）の翌日から５日以内 

  宿泊状況確認書（様式５）、宿泊理由書（様式６）の提出 

【返納が必要な場合】 

 
⑥-１戻入通知書の送付 

⑥-２請求書提出依頼 
【追給が必要な場合】 

 

⑦-１返納金の払い込み 

⑦-２請求書の提出 

⑧-２追給分派遣費の支払い 


